
南アルプス市告示第６０号 

 南アルプス市成年後見制度利用支援事業要綱を次のように定める。 

  令和３年３月２３日 

                    南アルプス市長 金 丸 一 元   

 

 南アルプス市成年後見制度利用支援事業要綱（平成２２年南アルプス市告示第２

１）の全部を改正する。 

 

（目的） 

第１条 この告示は、成年後見制度の利用が有効と認められる認知症高齢者、知的

障害者又は精神障害者（この条において「要支援者」という。）にあって成年後

見制度の利用に係る費用負担が困難な者に対し、その費用の一部を助成すること

で成年後見制度の利用を支援し、もって要支援者が自立した日常生活を営むこと

ができる環境整備の実現に資することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この告示おいて「施設」とは、次に掲げるいずれかに該当するものをいう。 

（１）生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）にいう保護施設 

（２）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年 

法律第１２３号）第３８条にいう指定障害者支援施設 

（３）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第２０条 

にいう旧法指定施設 

（４）老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）にいう老人福祉施設又は国立保養 

  所 

（５）介護保険法（平成９年法律第１２３号）にいう介護保険施設 

（６）医療法（昭和２３年法律第２０５号）にいう医療提供施設（介護給付の対象

となる施設は除くものであって、３箇月を超えて入院した場合に限る。） 

（７）前各号の類似施設で市長が認める施設 

（対象者） 

第３条 南アルプス市成年後見制度利用支援事業（以下「事業」という。）の対象

となる者（以下「対象者」という。）は、次に掲げる全てに該当するものとする。 

（１）市内に住所を有する者又は本市の措置若しくは給付決定等により市外の施設

を利用している者 

（２）預貯金、現金及び有価証券、生命保険等の売却又は解約により得られる額（以

下「預貯金等」という。）から家事事件手続法（平成２３年法律第５２号。以下

「法」という。）に基づき家庭裁判所が決定した報酬額（以下「家庭裁判所決定



額」という。）又は家庭裁判所の審判の請求に要する費用（以下「審判請求費用」

という。）を減じて得た額が３０万円以下の者。ただし、第６条３項の規定によ

る計算により助成金の額が零となる者は除く。 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件 

２ 前項の規定にかかわらず、本市以外の他の地方公共団体による措置又は給付決

定等により施設を利用している者は、この事業の対象としない。 

（対象となる費用） 

第４条 事業の対象となる費用は、次のとおりとする。 

（１）審判請求費用 

（２）親族でない第三者である後見人、保佐人又は補助人（監督人が選任されてい

る場合は監督人（未成年後見人又は任意後見人を除く。）を含む。以下「後見

人等」という。）に対する報酬（以下単に「報酬」という。） 

 （助成金の適用） 

第５条 前条第１号の費用は、申立て時に適用する。 

２ 前条第２号の報酬は、家庭裁判所が法第３９条に基づく報酬付与の審判をした 

ときに適用する。 

 （助成額の上限等） 

第６条 審判請求費用の助成額は、これに要する費用の相当額とする。 

２ 報酬に係る助成額は、次のとおりとする。 

（１）施設に入所している者 月額１万８，０００円 

（２）その他の者 月額２万８，０００円 

３ 前項の規定にかかわらず、対象者が有する預貯金等が３０万円を超える場合は、 

 当該預貯金等の額から３０万円を減じて得た額と前項の規定により市長が決定す 

る額から預貯金等の合計額の差額を限度額とする。 

４ 助成の対象となる期間に施設入所期間とその他の期間がある場合は、全日施設

に入所している月は、その月の上限額を１万８，０００円とし、施設に入所して

いない日が１日以上ある月は、その月の上限額を２万８，０００円とし、これを

合算して助成の対象となる期間の上限額を求めるものとする。医療法にいう医療

提供施設に入院した場合は、入院の日から３箇月を経過した日の翌日から、施設

入所として取り扱うものとする。 

 （市長の審判請求） 

第７条 市長は、対象者の預貯金等に応じて法第２８条第２項の規定による費用負 

担を求めることができる。 

 （助成に係る申請） 

第８条 審判請求費用又は報酬に係る助成を受けようとする者（次項において「申 



請者」という。）は、成年後見制度利用支援事業助成申請書（様式第１号）に必 

要な書類を添えて、市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、その結果を成年後見制

度利用支援事業助成（決定・否決定）通知書（様式第２号）により申請者に通

知する。 

 （助成金の請求） 

第９条 前条の規定による決定通知書を受けた者（以下「助成決定者」という。）

は、その請求をするときは、成年後見制度利用支援事業助成金請求書（様式第

３号）により市長に提出するものとする。 

（審判請求費用及び報酬の助成） 

第１０条 市長は、前条の助成をするときは、助成決定者の収入及び資産の状況を

調査したうえで、審判請求費用及び報酬に係る助成をするものとする。 

（後見人等の報告義務） 

第１１条 この事業の助成を受けている者の後見人等は、助成決定者の資産状況及

び生活状況に変化があった場合は、資産状況等変更報告書（様式第４号）により

速やかに市長に報告しなければならない。 

（死亡後の報酬助成） 

第１２条 助成決定者が死亡した後の報酬は、遺留資産で不足する金額に限り助成

するものとする。 

（返還） 

第１３条 市長は、助成決定者が虚偽の申請その他不正な手段により助成の交付を

受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。 

（その他） 

第１４条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

 

 

附 則 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 


